
局再編に伴う予算・決算特別委員会局別審査について

1 所管局

O第一特別委員会:経済、港湾、こども青少年、教育委員会、盤塵逼韮、病院経営、建築、都市整備、道路

0第二特別委員会:盤、総務(行政委員会)、国市民、 þt1tø.7'é~消防、環境創造(温暖化統括)、資源循環、水道、交通

※仁二コ:今回新たに設置された局

※一一一:1日審査局 ※局再編後の新局及び局名を反映

2 審査日程(決算審査)
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※局別審査の局順番及び組合せは例示です。また、現行の審査方法に局再編を反映させたため、第二特別委員会の局別審査が6日間となります。

3 局再編に伴う局別審査の課題

従来の予算・決算特別委員会局別審査は、第一特別委員会が 9局 (4常任)を、第二特別委員会が 8局 (4常任)を所管し、それぞれ
5日間の日程で局別審査を実施していた。
今回の局再編に伴い、新たに財政局、文化観光局が設置されたことにより、従来の審査方法で実施した場合は、第二特別委員会の所管

局が、 8局から 10局となり、局別審査の日数が 6日となる。
このため、 1日審査局などの審査方法について協議する必要がある。 ー国



予算圃決算特別委員会局別審査の変更案

-変更案の考え方
・現行の予算・決算第一、第二特別委員会の所管局(4常任)は変更しない0

・局別審査は、予算・決算第一、第二特別委員会それぞれ5日間とする。

-変更点
予算・決算第二特別委員会の政策局及び環境創造局の審査を1日審査から半日審杏へ変更する。
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※局別審査の局順番及び組合せは例示です。
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運営理事会 (7月7日)協議結果

0予算・決算特別委員会の局別審査

(全会一致)

・予算・決算第一、第二特別委員会の所管局 (4常任)は変更しない0

・予算・決算第一、第二特別委員会それぞれ5日間とする。

・予算・決算第二特別委員会の政策局及び環境創造局の審査を、 1日審査から半日審査

へ変更する。

0市会運営委員会申し合わせ・確認事項の一部改正

(全会一致)

現 千子

|予・決算特別委員制

1-6 C略)

7 委員会審査について

委員会審査は、総合審査と局別審査に分けて

実施する。

(1) (略)

ω局別審査について

ア 各委員会の局別審査は、それぞれ 5日

聞とし、その日程は各委員会均等とな

るように交互に実施する。

イ 財政局及び会計室の審査は 2委員会

を通じて最終日に実施する。

ウ 政策局、健康福祉局及び環境創造局の

審査はそれぞれ 1日1局とする。

※下線部は改正箇所

改正後
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1-6 C略)

7 委員会審査について

委員会審査は、総合審査と局別審査に分けて実

施する。

(1) (略)

(2)局別審査について

ア 各委員会の局別審査は、それぞれ 5日

聞とし、その日程は各委員会均等とな

るように交互に実施する。

イ 財政局及び会計室の審査は 2委員会を

通じて最終日に実施する。

ウ 健塵福祉局の審査は 1日1局とする。
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